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166－令和７年度森林及び林業の動向 

あったものの木造化率は100%となった39。 
(学校施設の木造化・木質化を推進) 

学校施設は、児童・生徒の学習及び生活の場であり、学校施設に木材を利用することは、
木材の持つ高い調湿性、温かさや柔らかさなどの特性により、健康や知的生産性などの面
において良好な学習・生活環境を実現する効果が期待できる40。 

このため、文部科学省では、学校施設の木造化や内装の木質化を進めており、令和６
(2024)年度に新しく建設された公立学校施設の79.2%で木材が利用された(木造で整備さ
れたものが17.5%、非木造で内装が木質化されたものが61.7%)41。また、文部科学省、農林
水産省、国土交通省及び環境省が連携して認定している「エコスクール・プラス42」におい
て、特に農林水産省は、内装の木質化等を行う場合にその取組を積極的に支援している。 
(応急仮設住宅における木材の活用) 

東日本大震災以前、応急仮設住宅のほとんどは鉄骨プレハブにより供給されていたが、
東日本大震災においては木造化の取組が進み、25%以上の仮設住宅が木造で建設された43。 

東日本大震災における木造応急仮設住宅の供給実績と評価を踏まえて設立された一般社
団法人全国木造建設事業協会では、大規模災害発生後に木造応急仮設住宅を速やかに供給
する体制を構築するため、地方公共団体と災害時の協力に係る必要な事項等を定めた災害
協定の締結を進めており、令和８(2026)年３月までに、46都道府県及び11市と災害協定を
締結している。 

令和８(2026)年４月に発生から10年を迎えた熊本地震においては、応急仮設住宅のうち
15.9％が木造で建設された。また、令和６(2024)年１月に発生した令和６年能登半島地震
においては、令和６(2024)年12月時点で、石川県で建設された応急仮設住宅のうち35.1%44

が木造で建設されており、これまでの災害時に建てられてきた⾧屋型の木造応急仮設住宅
のほか、被災前の居住環境に近い戸建風の木造応急仮設住宅が建設された。さらに、令和
７(2025)年２月に発生した岩手県大船

おおふな
渡
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市における林野火災では、令和７(2025)年５月時
点で、全ての応急仮設住宅が木造で建設されている(事例Ⅲ－３)。 

 
39 林野庁プレスリリース「「令和７年度 建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめ」等に

ついて」(令和８(2026)年３月27日付け) 
40 林野庁「平成28年度都市の木質化等に向けた新たな製品・技術の開発・普及委託事業」のうち「木材の健康効果・環

境貢献等に係るデータ整理」による「科学的データによる木材・木造建築物のQ&A」(平成29(2017)年３月) 
41 文部科学省プレスリリース「公立学校施設における木材利用状況(令和６年度)」(令和８(2026)年１月14日付け) 
42 学校設置者である市町村等が、環境負荷の低減に貢献するだけでなく、児童生徒の環境教育の教材としても活用でき

るエコスクールとして整備する学校を、関係省庁が連携協力して「エコスクール・プラス」として認定するもの。 
43 国土交通省調べ。 
44 石川県「応急仮設住宅の整備状況 (2024年12月23日時点)」に基づいて林野庁木材産業課が算出。 
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(３)木質バイオマスの利用
(ア)木質バイオマスの新たなマテリアル利用

化石資源由来の既存製品等からバイオマス由来の製品等へ
の代替を進めるため、木質バイオマスから新素材等を製造す
る技術や、これらの物質を原料とした具体的な製品の開発が
進められている。 

循環型社会形成推進基本計画(令和６(2024)年８月閣議決
定)及び地球温暖化対策計画(令和７(2025)年２月閣議決定)で
は、木材は炭素の貯蔵や化石資源の利用抑制に資することか
ら、建築用材等としての利用に加え、改質リグニン等の木質系新素材への活用を進めるこ
ととしている。また、林野庁では、令和８(2026)年３月に、「木質系新素材の社会実装ビ
ジョン」を策定し、林業収支の改善に向けて、木材チップの高付加価値利用に資する木質
系新素材の必要性や目指すべき将来像などを提示した。 
(改質リグニン) 

改質リグニンは、木材の組成の約２～３割を占める主要成分の一つであるリグニンを原
料として製造される新素材であり、高強度・耐熱性・耐薬品性等の特性が求められる高機
能プラスチック等への活用が期待されている(資料Ⅲ－20)。リグニンは化学構造が非常に
多様であるため、安定した品質が求められる工業材料としての利用が困難であったが、国

木質バイオマスの新たな 
マテリアル利用技術開発 
https://www.rinya.maff.go.jp/j/k
aihatu/newb/material.html 
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市で発生した林野火災の被災地における 
木造応急仮設住宅の建設 

令和７(2025)年２月に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、住宅にも多くの被害が
発生した。令和６(2024)年２月に岩手県と災害協定を締結していた一般社団法人全国木造
建設事業協会は、令和７(2025)年３月に県からの要請を受け、同年５月までに同市内の三陸
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地区の２か所に合計33戸の木造応急仮設住宅を建設した。
建設に当たっては、岩手県産材を中心に、約390㎥の木材が使用された。 

応急仮設住宅は⾧屋型で建設され、入居する世帯の特徴やニーズに合わせて、急遽２戸を
つないで多人数世帯向けの住戸とするなど、木造建築の柔軟性を活かした臨機応変な対応
が取られたものとなっており、被災者の暮らしの再建に向けて、木の温もりが感じられ落ち
着いて生活できる環境が提供されている。 

木造応急仮設住宅の外観 

事例Ⅲ－３ 

床材にアカマツを使用した室内の様子 
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